
主催：燕市役所 空き家等対策推進室

新潟地方法務局三条支局から学ぶ

登記に詳しくない方でもお気軽にご参加いただけます！

相続時の新制度をご説明します！‟

‟

令和６年４月１日から相続登記の申請が
義務化されます。
相続登記の申請に必要な手続きや新制度の
内容などが学べるセミナーを開催します。

～セミナー参加特典～
参加者全員に「住まいのエンディングノート」をプレゼント！

日程

場所

定員

令和6年2月22日 13:30～14:30木

燕市中央公民館（燕市水道町1-3-28）

講師

３０名程度

渡邉 雄之 氏（新潟地方法務局三条支局）

申込み 電話またはQRコードからお申し込みください

お申し込み・問い合わせ

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 空き家等対策推進室

TEL:0256-77-8264   

お申し込み先→
↓


